
 

 

 

 

きょうされん様を契約者とする「きょうされん総合補償制度のご案内（手引書）」パンフレットの記載

内容に誤りがございました。 お手数をおかけいたしますが、下記、誤りの箇所と訂正内容をご確認い

ただき、パンフレットをご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

【誤りの箇所と訂正内容】 

施設賠償事故の補償の被保険者に関する記載について 

（パンフレット記載箇所：１３ページ、下図の赤枠部分になります。） 

 

 

 

正しい内容は以下のとおりとなります。 

 

「きょうされん総合補償制度のご案内（手引書）」（2024 年度版） 

パンフレット訂正について 

●被保険者：② 

（E タイプの場合） 

a.記名被保険者、b.記名被保険者の役員・使用人、c.記名被保険者の下請負人、d.記名被保険者の下請負人の

役員・使用人 

※受託者特約条項については、a.b.のみとなります（b.は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、補償

の対象（被保険者）となります。） 

（F タイプの場合） 

a.記名被保険者、b.記名被保険者の役員・使用人、c.記名被保険者のパートタイマーおよび協力会員（記名被

保険者の指示のもと有償で活動する者にかぎる）、d. ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研

修の受講生（ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担する場合にかぎります。） 

※住宅改修業務の場合、記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人も補償の対象（被保険者）

となります。 


